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５
月
２５
日
、
伊
予
市
と
四
国
コ

カ
・
コ
ー
ラ
ボ
ト
リ
ン
グ
株
式
会

社
に
お
い
て
、「
災
害
時
に
お
け
る

救
援
物
資
提
供
に
関
す
る
協
定

書
」
の
調
印
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
自
動
販
売
機
は
、
通
常
時

は
一
般
の
自
動
販
売
機
と
同
じ
で

す
が
、
震
度
５
弱
以
上
の

地
震
、
又
は
同
等
以
上
の

災
害
の
発
生
、
も
し
く
は
、

発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
避
難
者

な
ど
に
無
料
で
飲
料
水
を

提
供
し
ま
す
。

　

ま
た
、
自
動
販
売
機
に

は
メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ー
ド
が

内
蔵
さ
れ
て
お
り
、
市
か

災
害
時
救
援
対
応
型
自
動
販
売
機
を
設
置

ら
の
災
害
情
報
が
表
示
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
市
役
所
１
階
ロ

ビ
ー
に
の
み
設
置
し
て
い
ま
す

が
、
今
後
、
各
避
難
施
設
な
ど
に

も
設
置
す
る
予
定
で
す
。

補正予算額

●一般会計　　　　　　　　 　　（単位：千円）

項　目 補正額 補正後の総額

一般会計 ５６１，７５７ １４，４５９，２９５

●特別会計　　　　　　　　　 　（単位：千円）

項　目 補正額 補正後の総額

国民健康保険 △４，７０９ １５７，２５０

老人保健 ６８９ ４，９５７，４９７

介護保険 △１，７７１ ３，２２７，７１４

簡易水道 △８，０２３ ４０６，８２４

農業集落排水 ４７，０２５ １５１，７７８

公共下水道 １７，７２９ １，１２０，０８９

特定環境保全
公共下水道

△８，６５７ ９９，６０２

水道事業 ３，３１７ ９８３，４３３

６
月
市
議
会

定
例
会

Ａ
Ｅ
Ｄ（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）を
設
置

　

Ａ
Ｅ
Ｄ
と
は
、心
臓
突
然
死
を
防

ぐ
た
め
の
だ
れ
で
も
操
作
可
能
な

心
臓
に
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る

機
器
の
こ
と
で
、市
で
は
次
の
場
所

に
設
置
し
、公
共
施
設
利
用
者
な
ど

の
不
測
の
事
態
に
備
え
ま
す
。

■
設
置
場
所

伊
予
市
民
体
育
館（
医
務
室
）

伊
予
市
保
健
セ
ン
タ
ー（
事
務
室
）

中
山
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー（
事
務
所
）

双
海
地
域
事
務
所（
窓
口
）

　

平
成
１８
年
第
２
回（
６
月
）伊
予

市
議
会
定
例
会
が
６
月
９
日
か
ら

２３
日
ま
で
の
１５
日
間
の
会
期
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
議
会
で
は
、
任
期
満
了
に
伴

う
議
長
及
び
副
議
長
の
選
挙
が

行
わ
れ
た
後
、
市
の
出
資
法
人
の

決
算
に
伴
う
経
営
状
況
報
告
な

ど
、
９
件
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
議
案
で
は
、
伊
予
市
建
設

計
画
推
進
基
金
条
例
の
制
定
案
件

や
、
指
定
管
理
者
制
度
導
入
に
伴

う
経
過
措
置
期
間
が
満
了
す
る
た

め
の
条
例
の
一
部
改
正
案
件
、
人

事
院
規
則
の
改
正
に
伴
っ
た
市
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
案
件
な
ど
４３

件
の
議
題
を
審
議
。

　

そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
・
承

認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
主
な

内
容
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
８
月
１
日
発
行
の
「
い

　

よ
し
議
会
だ
よ
り（
第
５
号
）」
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
。

可
決
・
承
認
事
項
の
主
な
内
容

◆
市
議
会
議
長
及
び
副
議
長
の
選

挙
に
つ
い
て

　

議
選
第
１
・
２
号
に
お
い
て
議

長
及
び
副
議
長
の
選
挙
が
行
わ

れ
、
新
し
い
議
長
に
竹
本
清
氏
、
副

議
長
に
日
野
健
氏
が
就
任
さ
れ
ま

し
た
。

◆
伊
予
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

こ
れ
に
よ
り
、
市
職
員
の
勤
務

時
間
が
休
憩
時
間
を
含
め
、
８
時

３０
分
か
ら
１７
時
３０
分
ま
で
に
な
り

ま
し
た
。


